
　

10
月
か
ら
開
催
し
て
い
る
第
３
期
ジ
ョ

イ
ス
タ
（
土
曜
勉
強
会
）
で
は
、
小
学
３

年
生
か
ら
６
年
生
の
児
童
を
対
象
と
し
た

基
本
的
な
内
容
の
学
習
教
室
と
中
学
１
年

生
の
生
徒
を
含
め
た
特
別
授
業
教
室
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

　

第
３
期
ジ
ョ
イ
ス
タ
に
は
、
延
べ
約
150

人
の
児
童
・
生
徒
が
参
加
す
る
予
定
で

す
。
参
加
者
か
ら
は
、
「
最
初
に
ジ
ョ
イ

ス
タ
を
や
っ
た
と
き
に
と
て
も
楽
し
か
っ

た
の
で
今
日
も
来
ま
し
た
。
次
の
ジ
ョ
イ

ス
タ
も
楽
し
み
で
す
。
支
援
員
の
方
の
説

明
が
と
て
も
よ
か
っ
た
で
す
」
と
い
う
声

が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
12
月
か
ら
２
月
ま
で
開
催
す
る

第
４
期
募
集
要
項
は
、
11
月
上
旬
に
、
各

学
校
で
配
布
し
ま
す
。
募
集
開
始
は
、
11

月
14
日
か
ら
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご
応
募
く
だ

さ
い
。

□問
指
導
課
☎　

３
５
８

おしらせHOTコーナー

 
 

第
43
回
越
谷
市
民
文
化
祭

□日
11
月
17
日
㈭
〜
20
日
㈰　

午
前
10
時
〜

午
後
７
時
ま
で
（
最
終
日
は
午
後
６
時
ま

で
）

□場
サ
ン
シ
テ
ィ
越
谷
市
民
ホ
ー
ル
（
東
武

伊
勢
崎
線
新
越
谷
駅
・
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
南

越
谷
駅
下
車
徒
歩
５
分
）

□内
【
出
品
部
門
】
絵
画
、
工
芸
、
書
道
な

ど
【
出
演
部
門
】
邦
楽
、
合
唱
、
詩
吟
な

ど□費
無
料

□問
生
涯
学
習
課
☎
963
・
９
３
０
７

第
16
回
吉
川
市
民
ま
つ
り
〜
今
ひ
と
つ
に

な
ろ
う 

絆 

よ
し
か
わ
ふ
る
さ
と
ま
つ
り

〜□日
11
月
20
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□場
第
１
会
場
・
お
あ
し
す
、
第
２
会
場
・

永
田
公
園
（
よ
し
か
わ
富
士
）

□内
交
通
安
全
パ
レ
ー
ド
、
東
北
応
援
物
産

展
、
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
な
ど
楽
し
い
イ
ベ
ン

ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
！

□問
市
民
ま
つ
り
運
営
委
員
会
事
務
局
（
市

民
参
加
推
進
課
）
☎
982
・
９
６
８
５

産
業
フ
ェ
ス
タ
2
0
1
1

□日
11
月
19
日
㈯
・
20
㈰　

午
前
10
時
〜
午

後
４
時
（
20
日
は
、
午
後
３
時
ま
で
）

□場
勤
労
者
体
育
館
・
市
役
所
南
側
市
民
広

場
（
Ｊ
Ｒ
武
蔵
野
線
三
郷
駅
か
ら
金
町
駅

南
口
行
き
バ
ス
で
「
三
郷
市
役
所
下
車
」

ま
た
は
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
三
郷
中
央

駅
か
ら
徒
歩
15
分
）
ほ
か

□内
【
商
工
ま
つ
り
】
工
業
物
産
展
、
各
種

無
料
相
談
会
ほ
か
【
農
業
祭
】
地
元
野
菜

な
ど
の
品
評
会
・
即
売
会
ほ
か

□問
【
商
工
ま
つ
り
】
三
郷
市
商
工
会
☎

952
・
１
２
３
１
【
農
業
祭
】
三
郷
市
産
業

振
興
課
☎
930
・
７
７
２
２

国
際
ハ
ー
プ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
2
0
1
1

メ
ー
ン
コ
ン
サ
ー
ト

□日
11
月
19
日
㈯　

午
後
７
時
〜
、
20
日
㈰

　

午
後
１
時
30
分
〜

□場
草
加
市
文
化
会
館

□内
国
内
外
の
演
奏
家
が
出
演
す
る
国
際
ハ

ー
プ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
メ
ー
ン
コ
ン
サ

ー
ト

出
演
／
【
19
日
】
鷺
谷
清
子
（
指
揮
）
、

イ
オ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（
ハ
ー
プ
）
、
上

妻
宏
光
（
津
軽
三
味
線
）
、
草
加
市
レ
バ

ー
ハ
ー
プ
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
ほ
か
【
20
日
】

ヨ
セ
フ
・
モ
ル
ナ
ー
ル
（
指
揮
）
、
シ
ャ

ン
タ
ル
・
マ
チ
ュ
ー
（
ハ
ー
プ
）
、
神
田

将
（
電
子
オ
ル
ガ
ン
）
ほ
か

□費
一
般
１
０
０
０
円
、
学
生
500
円
（
全
席

指
定
）

□問
㈶
草
加
市
文
化
協
会
☎
931
・
９
３
２
５

第
38
回
農
業
収
穫
祭

□日
11
月
27
日
㈰　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

□場
県
営
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
（
東
武
伊

勢
崎
線
せ
ん
げ
ん
台
駅
か
ら
「
ま
つ
ぶ
し

緑
の
丘
公
園
」
行
き
バ
ス
で
、
「
ま
つ
ぶ

し
緑
の
丘
公
園
」
下
車
）

□内
野
菜
な
ど
の
販
売
、
蒸
か
し
た
て
の
小

麦
ま
ん
じ
ゅ
う
の
販
売
、
輪
投
げ
大
会
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
（
一
部
有
料
）

□問
松
伏
町
農
業
収
穫
祭
実
行
委
員
会
事
務

局
（
松
伏
町
環
境
経
済
課
内
）
☎
991
・
１

８
５
３

■
一
般
書

「
小
説
友
情
無
限
」　
　
　
　
　
　
　
　 

井
沢　

元
彦　

著

「
古
手
屋
喜
十
為
事
覚
え
」　
　
　
　
　

　
　
　 

宇
江
佐　

真
理　

著

「
存
在
し
な
か
っ
た
男
」　
　
　
　
　
　

　
　
　 

大
村　

友
貴
美　

著

「
来
た
れ
、
野
球
部
」　
　
　
　
　
　
　 

　
　
　
　 

鹿
島
田　

真
希　

著

「
心
に
雹
の
降
り
し
き
る
」   　
　
　
　

　
　  

香
納　

諒
一　

著

「
黒
蜜
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
池　

昌
代　

著

■
児
童
書

「
み
ん
な
で
見
守
る
世
界
遺
産
白
神
山
地
」

　
　
　

斉
藤　

宗
勝　

著

「
ぼ
く
が
写
真
家
に
な
っ
た
理
由
」　
　

　
　 　 

水
口　

博
也　

著

「
さ
く
ら
の
つ
ぼ
み
が
ひ
ら
い
た
ら
」　

　
　
　
　

秋
山　

り
ん　

作

「
ど
う
ぶ
つ
び
ょ
う
い
ん
お
お
い
そ
が
し
」

　
　
　

シ
ャ
ロ
ン
・
レ
ン
タ　

さ
く
・
え

「
あ
し
た
７
つ
に
な
れ
ま
す
よ
う
に
」　

　
　
　
　

藤
川　

智
子　

作
・
絵

第２１条　総合計画
①自治の基本理念にのっとった、総合計画の策定
②総合計画の進捗状況の公表
　自治の基本理念にのっとって総合計画を策定し、その進捗状況を市民に分かり
やすく公表しなければならないことを規定しています。
第２２条　財政
①計画的で健全な財政運営
②市が保有する財産の適正管理、効率的かつ効果的な運用
③財政状況及び財産の保有状況の公表
　計画的で健全な財政運営に努め、市が保有する財産の適正管理、効率的で効果
的な方法による運用に努め、その状況を市民に分かりやすく公表しなければならな
いことを規定しています。
第２３条　組織
①分かりやすく利用しやすい行政組織
②社会経済情勢の変化並びに行政需要及び政策課題の変化に対応した見直し
　行政の組織（部、課、係など）は、市民にとって分かりやすく利用しやすいもの
とし、社会情勢の変化や市民ニーズに柔軟に対応できるよう必要に応じて見直すこ
とを規定しています。
第２４条　意見公募
①重要な政策の決定又は変更に当たっての市民意見の聴取
②市民の意見の尊重、結果・理由の公表
　重要な政策の決定・変更をするときは広く市民の意見を聴取し、提出された意見
を十分に考慮し、処理結果や理由を公表しなければならないことを規定しています。
第２５条　行政評価
①行政内部・外部による評価の実施
②評価結果の公表・市政反映
　市政全般にわたって行政内部、市民および学識経験者を含めた外部による評価
を行い、その結果を市民に分かりやすく公表し、市政に反映するよう努めなければ
ならないことを規定しています。
第２６条　他の機関との連携協力
①国、他の地方公共団体、その他関係機関との連携協力
　各地方公共団体が抱える共通の課題に関して国や県を含め他の地方公共団体や
関係諸機関と連携・協力していく必要があることを規定しています。

み
ん
な
で
学
ぼ
う

　
　
　
　『 

ジ
ョ
イ
ス
タ
』

7月1日から施行された自治基本条例を詳しく解説します。

第７章　行政運営の原則
市民協働推進課☎   ４９７問 内
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■
リ
サ
イ
ク
ル
図
書
の
提
供

　
図
書
館
で
は
、
保
存
年
限
の
経
過
し
た
雑
誌

な
ど
を
有
効
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
皆

さ
ん
に
提
供
し
ま
す
。

八
幡
・
八
條　

11
月
13
日
㈰　

午
前
９
時
〜

■
市
制
施
行
40
周
年
記
念
資
料
展
示

　
八
潮
市
の
歴
史
や
、
郷
土
に
関
す
る
資
料
を

展
示
し
ま
す
。

八
幡
図
書
館　

11
月
30
日
㈬
ま
で

八
幡
・
八
條
図
書
館　

毎
週
月
曜
日

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
・

月
曜
日
・
祝
日

年
末
年
始
休
館
（
全
館
）　

12
月
29
日
㈭

〜
１
月
４
日
㈬

■
12
月
の
休
館
日

新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の

一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

　埼玉県と県内全市町村では、今月から平成24年１月までの期間において、
市税などの滞納整理をこれまで以上に強化します。
　未納の方には、督促状や催告書を既に送付していますが、このまま連絡な
く納付されない場合、自主財源確保の重要性および納付期限内に納付されて
いる多くの方との公平性を確保する観点から、法律の規定により財産（※）
の差し押さえなどの処分を受けることがあります。未納の場合は、速やかに
納付してください。
　なお、特別な事情などにより納付が困難な場合は、必ず納税相談を受けて
ください。

納税課☎   330問 内

八潮市自治基本条例の全文は、市のホームページに掲載しています。

※財産とは以下のようなものを言います。
　貯金・定期預金、生命保険、給与、売掛金、土地・家屋（敷金・賃料）、
　車・船舶（バイクなど）、株券、特許など

○内

行
とっ
て
み
た
い
な

な
り
ま
ち

三
郷
市

吉
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松
伏
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ふ
じ 

か
わ         

と
も　

こ

八潮市自治基本条例解説❽八潮市自治基本条例解説⑧

草
加
市

越
谷
市

『ストップ！ 滞納
　　 県税共同滞納整理強化期間』


